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知多市広告入り健診等通知書用封筒広告掲載者募集要項 

 

この要項は、健診等通知書等を送付する際に使用する広告入り封筒（以下「広告

入り封筒」という。）の広告掲載者を募集するために必要な事項を定めるものとす

る。 

１ 募集内容 

  広告枠数：２枠 

２ 募集期間 

令和７年１２月１日(月)から令和７年１２月１９日（金）まで（土曜日、日曜日

を除く。）の午前９時から午後４時まで 

３ 広告入り封筒の規格・数量等 

(1) 広告媒体 令和８年度用封筒  

(2) 規格 

・長形３号グラシン窓封筒（白色、内側は不透明加工） 

・長形３号クラフト封筒（茶色） 

   ・角形Ａ４号セロ窓封筒（白色、内側は不透明加工） 

(3) 使用予定枚数 ７６，９００枚 

   内訳 

項目 発送時期 予定数（枚） 

健康診査受診券 令和８年６月 ２７，０００ 

健康診査結果等 令和８年６月以降随時 ２６，９００ 

その他通知等 随時 ２３，０００ 

 

(4) 広告掲載位置 

裏面 

(5) 広告サイズ（１枠あたり） 

  縦６０ｍｍ 横８０ｍｍ 

(6) 広告の色 

単色カラー（濃い青や濃い緑、茶色） 

(7) 広告掲載料 

１枠あたり５５，０００円（税込） 
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(8) 広告仕様 

 ア 知多市広告掲載要綱（平成２１年知多市告示８号。以下「要綱」という。）

第３条、知多市広告掲載審査基準（平成２１年４月１日施行。以下「審査基

準」という。）及び知多市広告入り健診等通知書用封筒の広告掲載に関する

取扱要領（以下「取扱要領」という。）に基づき作成していること 

イ 広告欄に広告主の名称及び連絡先を表示すること 

ウ 広告欄の上部に広告とわかる表示をすること 

(9) その他 

ア  広告欄の下部（欄外）に「市では財源確保の一環として広告を掲載してい

ます。」と「広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。」と表示する。 

イ 掲載する広告はすべて同一のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広告掲載イメージ】 

・長形３号 

 

 

 

 

 広告欄 Ａ 

６０㎜×８０㎜ 

広告欄 Ｂ 

６０㎜×８０㎜ 

 

 

 

 

 

広告欄 Ａ 

６０㎜×８０㎜ 

広告欄 Ｂ 

６０㎜×８０㎜ 

 

【広告掲載イメージ】 

・角形Ａ４号 

 

指定医療機関一覧表を 

掲載予定 
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４ 使用期間 

令和８年度（ただし、在庫がなくなるまで使用する。） 

５ 提出書類 

(1) 知多市広告入り健診等通知書用封筒広告掲載申込書（第１号様式） 

(2) 市税の納税証明書 

(3) 会社の概要（個人事業主は身元証明書）の分かるもの 

法人･･･商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

個人･･･身元（身分）証明書 

(4) 広告のデザイン案（原稿案を紙媒体で添付すること。） 

※ (2)、(3)とも写し可。提出日前３か月以内のもの 

※ (2)は直近１年分（納税額用もしくは未納額用どちらでもよい。） 

６ 応募資格 

(1) 市税を滞納していない者 

(2) 要綱、取扱要領及び関係法規等を遵守する者 

(3) 被補助人、被保佐人又は成年被後見人でない者 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３２条第１項各号のいずれにも該当しない者 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てをし

た者にあっては、再生計画の認可がなされていないもの又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては、再生

計画の認可がなされていないもの 

(6) 公衆に不快の念、又は危害を与えるおそれがないもの 

(7) 本市から指名停止又は指名見合せの措置を受けていない者 

７ 広告内容の審査 

要綱第３条及び審査基準に基づき、その適否を判断する。 

なお、複数の応募があった場合の優先順位は、次のとおりとする。 

(1) 第１順位 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有しているもの 

(2) 第２順位 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有していないもの 

※優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、市が任意で行う抽選

方法により決定する。 

８ 提出場所等 

(1) 健康推進課に持参又は郵送（１２月１９日（金）午後４時必着） 

※ＦＡＸやＥメールによる提出は受付不可 
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(2) 広告原稿の納品  

広告掲載決定者は指定する期日までに広告原稿を納品すること。 

※電子データ(Adobe IllustratorもしくはAdobe Photoshopで作成したものと、

ＰＤＦ形式によるデータの両方）で作成し、ＣＤ－Ｒに保存をして納入する

こと。 

９ 広告掲載の決定 

要綱、取扱要領に基づき、広告掲載者として採用を決定し、又は採用しないこと

を決定し、知多市広告入り健診等通知書用封筒広告掲載者可否決定通知書により通

知する。 

１０ 注意事項 

(1) 要綱、審査基準及び取扱要領に適合したものに限る。また、適合しないものは

失格とする。 

(2) 審査の経緯は非公表とする。また、審査結果に対しての異議申立ては受け付け

ないものとする。 

(3) 提出された書類の返却はしないものとする。 

１１ 問合せ先 

   知多市健康推進課 電話（０５６２）５４－１３００ 

 

 

 


